
取得時期  対象資産  発電出力  特例内容  

平成２４年 ５月２９日  
～  

平成２８年 ３月３１日  

固定価格買取制度の認定を受けて取得し

た再生可能エネルギー発電設備  
１０ＫＷ以上  最初の３年度分課税標準額を価格の３分の２に軽減  

平成２８年４月１日  
～  

平成３０年３月３１日  

再生可能エネルギー事業者支援事業費に

係る補助を受けて取得したもの（※） 

（固定価格買取制度の認定を受けたもの

は特例の対象外) 

１０ＫＷ以上  最初の３年度分課税標準額を価格の３分の２に軽減 

平成３０年 ４月１日  
  ～ 

令和６年３月３１日  

１,０００ＫＷ未満  最初の３年度分課税標準額を価格の３分の２に軽減  

１,０００ＫＷ以上  最初の３年度分課税標準額を価格の４分の３に軽減  

※ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写しを添付して申告してください。  


